
�愛媛県告示第６１５号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額

及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最

低限度額及び最高限度額の規定は、平成２５年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ４，５０３円 １２，９３５円

２０歳以上２５歳未満 ５，００７円 １２，９３５円

２５歳以上３０歳未満 ５，６１８円 １３，６３４円

３０歳以上３５歳未満 ６，１１２円 １６，１３０円

３５歳以上４０歳未満 ６，５２７円 １８，５３５円

４０歳以上４５歳未満 ６，７４１円 ２１，９１１円

４５歳以上５０歳未満 ６，８６１円 ２４，４５５円

５０歳以上５５歳未満 ６，４７９円 ２４，９９５円

５５歳以上６０歳未満 ５，８１１円 ２３，１７１円

６０歳以上６５歳未満 ４，６８３円 １９，８１６円

６５歳以上７０歳未満 ３，９５０円 １４，３７６円

７０歳以上 ３，９５０円 １２，９３５円

�愛媛県告示第６１６号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第５１条第２項及び第４項の規定により、狩猟免

許更新に係る適性試験及び講習（以下「適性試験等」という。）を次のとおり実施する。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 対象者

法第３９条第１項の規定による狩猟免許を受けており、当該免許の有効期間が平成２５年９月１４日に満了する者

２ 適性試験等の実施の日時及び場所

所 管 の 地 方 局 会 場 の 名 称 実 施 日 時
実 施 場 所

会 場 所 在 地

東 予 地 方 局 東 予 第 １ 会 場 平成２５年７月２４日（水）午前９時 四国中央市福祉会館４階多目
的ホール

四国中央市三島宮川四丁目６
－５５

同 上 東 予 第 ２ 会 場 平成２５年７月２５日（木）午前９時 今治市伯方公民館２階大ホー
ル 今治市伯方町木浦甲１２３４

同 上 東 予 第 ３ 会 場 平成２５年７月３１日（水）午前９時 東予地方局西条第２庁舎４階
大会議室 西条市丹原町池田１６１１

同 上 東 予 第 ４ 会 場 平成２５年８月１１日（日）午前９時 東予地方局今治庁舎４階大会
議室 今治市旭町一丁目４－９

中 予 地 方 局 中 予 第 １ 会 場 平成２５年７月２３日（火）午前９時 久万高原町産業文化会館１階
研修室 上浮穴郡久万高原町久万１８８

同 上 中 予 第 ２ 会 場 平成２５年７月３０日（火）午後１時３０分 愛 媛 県 武 道 館 大 会 議 室 松山市市坪西町５５１

同 上 中 予 第 ３ 会 場 平成２５年９月８日（日）午前９時 中予地方局６階第２会議室 松山市北持田町１３２

南 予 地 方 局 南 予 第 １ 会 場 平成２５年７月１０日（水）午後１時３０分 大洲市総合福祉センター４階
多目的ホール 大洲市東大洲２７０－１

同 上 南 予 第 ２ 会 場 平成２５年７月３１日（水）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７－１

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ４，６１３円 １２，９５４円

２０歳以上２５歳未満 ５，０２８円 １２，９５４円

２５歳以上３０歳未満 ５，６４８円 １３，０９０円

３０歳以上３５歳未満 ６，２０８円 １５，９４４円

３５歳以上４０歳未満 ６，６４７円 １８，４９８円

４０歳以上４５歳未満 ６，９２５円 ２１，６８５円

４５歳以上５０歳未満 ６，９０３円 ２３，５２４円

５０歳以上５５歳未満 ６，５５１円 ２４，５５１円

５５歳以上６０歳未満 ５，７５７円 ２３，０５２円

６０歳以上６５歳未満 ４，６０２円 １９，０９０円

６５歳以上７０歳未満 ３，９５０円 １５，２４７円

７０歳以上 ３，９５０円 １２，９５４円

改 正 後 改 正 前
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同 上 南 予 第 ３ 会 場 平成２５年８月２２日（木）午後１時３０分 南予地方局八幡浜庁舎７階大
会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７

同 上 南 予 第 ４ 会 場 平成２５年９月８日（日）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７－１

３ 申込みの手続

� 提出書類等

ア 狩猟免許更新申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許更新申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 更新しようとする免許の種類ごとに各２，８００円

カ 受験票等の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 書類等の提出先

申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課若しくは東予地方局産業

経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班（以下「林業課」という。）とする。

� 申込みの期限

原則として希望する適性試験等実施日前１４日とする。

� その他

ア 書類の提出は、持参又は郵送によること。

イ 狩猟免許更新申請書は、林業課において、希望者に配付する。

ウ 申込者の適性試験等の日時及び場所は、所管地方局長が指定し、通知する。

��������������
�愛媛県告示第６１７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指 定 障 害 児
通所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所の
所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１４０００４８ 社会福祉法人西予総合
福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４
番地１ 菅 野 一 夫 児童発達支援 障がい児通所支援事業

所ぽのぽの 西予市宇和町神領５３４ 平成２５年
４月１日

３８５０１０００３７ 社会福祉法人福角会 松山市福角町甲１８２９番
地 芳 野 道 子 保育所等訪問

支援
指定多機能型事業所く
るみ園

松山市福角町甲１２５５地
１

平成２５年
４月１日

３８５０６０００４４ 社会福祉法人西条市社
会福祉協議会 西条市周布６０６番地１ 塩 出 皓 治 保育所等訪問

支援
西条市社協児童デイサ
ービスセンターひまわ
り

西条市石田３３９番地１ 平成２５年
４月１日

３８５１３０００２４ 四国中央市 四国中央市三島宮川４
丁目６番５５号

四国中央市長
職 務 代 理 者
四国中央市副市長
真 鍋 讓

保育所等訪問
支援

四国中央市こども発達
支援事業施設

四国中央市三島宮川４
丁目６番５５号

平成２５年
４月１日

３８５１４０００４８ 社会福祉法人西予総合
福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４
番地１ 菅 野 一 夫 保育所等訪問

支援
障がい児通所支援事業
所ぽのぽの 西予市宇和町神領５３４ 平成２５年

４月１日

３８５０１００２４３ 社会福祉法人福角会 松山市福角町甲１８２９番
地 芳 野 道 子 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
事業所みらい

松山市福角町甲１８２９番
地

平成２５年
４月１日

３８５０２００１００
特定非営利活動法人コ
ミュニケーションハン
ディキャップ研究会

今治市北高下町一丁目
５番２０号 明 智 美 香 放課後等デイ

サービス 放課後クラブこっころ 今治市北高下町一丁目
５番２０号

平成２５年
４月１日

３８５０５０００９５ 社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町二
丁目８番１２号 太 田 恵理子 放課後等デイ

サービス
多機能型事業所わくわ
くクラブ

新居浜市多喜浜１丁目
２番１６号

平成２５年
４月１日

３８５０５００１０３ 特定非営利活動法人ゆ
いねっと新居浜

新居浜市南小松原町３
番３２号 明 智 恭 平 放課後等デイ

サービス 放課後クラブぴあ
新居浜市高木町２番６０
号 新居浜市総合福祉
センター３階

平成２５年
４月１日

３８５１４０００４８ 社会福祉法人西予総合
総合福祉会

西予市宇和町久枝甲１４３４
番地１ 菅 野 一 夫 放課後等デイ

サービス
障がい児通所支援事業
所ぽのぽの 西予市宇和町神領５３４ 平成２５年

４月１日

３８５１５０００７８ 有限会社さくら 東温市北方３０５１番地２ 櫻 田 直 哉 放課後等デイ
サービス さくらんぼ２号館 東温市北方３０５１番地２ 平成２５年

４月１日

愛 媛 県 報平成２５年５月２８日 第２４７３号

４２４



�愛媛県告示第６１８号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１９第２項の規定により、指定障害児通所支援事業者から次のとおり指定障害児通所支

援事業を廃止する旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６１９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の規定により、次のとおり指

定一般相談支援事業者を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指 定 障 害 児
通所支援の種類

廃止に係る指定障害児通所支援事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所の
所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００１８５ 株式会社在宅ケアセン
ターひなたぼっこ

松山市永木町二丁目１
番地２１ 永木町東ハイ
ツ

安 藤 眞知子 児童発達支援 株式会社在宅ケアセン
ターひなたぼっこ

松山市平井町甲３２５０－
５

平成２５年
４月３０日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２０５００５６３ 社会福祉法人わかば会 新居浜市船木甲７４１番
地１ 久 米 浩 共同生活介護 ケアホームこんぺいと

う
新居浜市船木甲３７６０番
地の１

平成２５年
４月１日

３８２０６００４８８ 社会福祉法人白鳥会 西条市三芳１８３９番地５ � 部 八 郎 共同生活介護 指定共同生活介護事業
所ケアホームきぼう 西条市三芳１８３４番地１ 平成２５年

４月１日

３８１０３００４１２ 有限会社ケアステーショ
ン悠友

宇和島市明倫町２丁目
２番６号 廣 嬾 由美子 居宅介護 ケアステーション悠友 宇和島市明倫町２丁目

２番６号
平成２５年
４月１日

３８１０６００４６４ 社会福祉法人西条市氷
見福祉協会

西条市氷見乙１９８９番地
１ 井 上 豊 實 就労継続支援

Ｂ型 障害者事業所ピース 西条市氷見乙１９８９番地
１

平成２５年
４月１日

３８１０６００４７２ 特定非営利活動法人あ
けぼの 西条市周布８３５番地３ 西 坂 信 就労継続支援

Ｂ型 あけぼの 西条市周布８３５番地３ 平成２５年
４月１日

３８１０３００４１２ 有限会社ケアステーショ
ン悠友

宇和島市明倫町２丁目
２番６号 廣 嬾 由美子 重度訪問介護 ケアステーション悠友 宇和島市明倫町２丁目

２番６号
平成２５年
４月１日

３８１０６００４７２ 特定非営利活動法人あ
けぼの 西条市周布８３５番地３ 西 坂 信 就労移行支援 あけぼの 西条市周布８３５番地３ 平成２５年

４月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３９０００１０ 社会福祉法人宇和島福
祉協会

宇和島市三浦東４１２２番
地４ 緒 賀 正 輝 就労移行支援 就労移行支援センター

桃花
北宇和郡松野町豊岡３０
１７－２番地

平成２５年
４月３０日
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４２５



�愛媛県告示第６２２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の２５第２項の規定により、指定一般相談

支援事業者から次のとおり指定一般相談支援事業を廃止する旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支 援 の 種 類

指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３０７００２８６ 特定非営利活動法人歩 大洲市東大洲３０６番地 大 越 龍 雄 地域定着支援 障害者相談支援事業所
あゆむ苑 大洲市東大洲３０６番地 平成２５年

４月１日

３８３０７００２８６ 特定非営利活動法人歩 大洲市東大洲３０６番地 大 越 龍 雄 地域移行支援 障害者相談支援事業所
あゆむ苑 大洲市東大洲３０６番地 平成２５年

４月１日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支 援 の 種 類

廃止に係る指定一般相談支援事業所
廃 止
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３３５０００３０ 指定相談支援事業所鶴
寿荘

伊予郡松前町大字鶴吉
６３５番地１ 小 澤 宏 地域移行支援 社会福祉法人鶴寿会 伊予郡松前町大字鶴吉

６３５番地１
平成２５年
４月１日

３８３３５０００３０ 指定相談支援事業所鶴
寿荘

伊予郡松前町大字鶴吉
６３５番地１ 小 澤 宏 地域定着支援 社会福祉法人鶴寿会 伊予郡松前町大字鶴吉

６３５番地１
平成２５年
４月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社クオリア セルフ‐クリエイトくるみ 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６７９番
地１ 平成２５年４月１日 通所介護

社会福祉法人御荘福祉施設協会 ユニット型指定短期入所生活介護事業
所自在園 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 平成２５年４月１日 短期入所生活介護

社会福祉法人西予総合福祉会 軽費老人ホームケアハウスはまゆう 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８
番地４ 平成２５年４月１日 特定施設入居者生

活介護

医療法人健康会 訪問看護ステーションいしかわ 愛媛県四国中央市上分町７１６番地２ 平成２５年４月１日 訪問看護

医療法人健康会 ヘルパーステーションいしかわ 愛媛県四国中央市上分町４０８番地６ 平成２５年４月１日 訪問介護

医療法人健康会 一般型通所介護いしかわ 愛媛県四国中央市上分町７３８番地２ 平成２５年４月１日 通所介護

株式会社ふじ サン訪問介護三島事業所 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成２５年４月１日 訪問介護

株式会社ふじ 介護プラザサン三島事業所 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成２５年４月１日 通所介護

有限会社戸田医療器 訪問看護ステーション四国中央 愛媛県四国中央市豊岡町大町１３５番地
１ サンパティーク１０１号 平成２５年４月２日 訪問看護
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�愛媛県告示第６２５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

医療法人誠志会 とべ居宅介護支援事業所 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０番地１ 平成２５年４月１日 居宅介護支援

医療法人健康会 指定居宅介護支援事業所いしかわ 愛媛県四国中央市上分町４０８番地１ 平成２５年４月１日 居宅介護支援

株式会社ふじ サン居宅介護三島事業所 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成２５年４月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社クオリア セルフ‐クリエイトくるみ 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６７９番
地１ 平成２５年４月１日 介護予防通所介護

社会福祉法人御荘福祉施設協会 ユニット型指定短期入所生活介護事業
所自在園 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 平成２５年４月１日 介護予防短期入所

生活介護

社会福祉法人西予総合福祉会 軽費老人ホームケアハウスはまゆう 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８
番地４ 平成２５年４月１日 介護予防特定施設

入居者生活介護

新居浜医療生活協同組合 訪問看護ステーションそよ風さん 愛媛県新居浜市萩生１０６１番地 平成２５年４月１日 介護予防訪問看護

新居浜医療生活協同組合 訪問看護ステーションたかつ 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 平成２５年４月１日 介護予防訪問看護

医療法人健康会 訪問看護ステーションいしかわ 愛媛県四国中央市上分町７１６番地２ 平成２５年４月１日 介護予防訪問看護

医療法人健康会 ヘルパーステーションいしかわ 愛媛県四国中央市上分町４０８番地６ 平成２５年４月１日 介護予防訪問介護

医療法人健康会 一般型通所介護いしかわ 愛媛県四国中央市上分町７３８番地２ 平成２５年４月１日 介護予防通所介護

株式会社ふじ サン訪問介護三島事業所 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成２５年４月１日 介護予防訪問介護

株式会社ふじ 介護プラザサン三島事業所 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 平成２５年４月１日 介護予防通所介護

有限会社戸田医療器 訪問看護ステーション四国中央 愛媛県四国中央市豊岡町大町１３５番地
１ サンパティーク１０１号 平成２５年４月２日 介護予防訪問看護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社しらさぎ ヘルパーステーションしらさぎ宇和島
事業所 愛媛県宇和島市川内甲２０９６番地４ 平成２５年４月３０日 訪問介護
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�愛媛県告示第６２７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２４年１２月１１日から

平成２５年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市

�������
�愛媛県告示第６３１号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

社会福祉法人恩賜財団
済生会今治第二病院

愛媛県今治市北日吉町
１丁目７番４３号

介護職員初
任者研修課
程

平成２５年
５月１５日

�������
�愛媛県告示第６３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市大島土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２５年５月２８日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

�������
�愛媛県告示第６３３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

有限会社ケアーサポートゆずりは 居宅介護支援事業所ゆずりは 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地１ 平成２５年４月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人誓生会 老人保健施設ちかい 愛媛県四国中央市土居町土居２２２７番地
３２ 平成２５年４月１日 介護予防通所リハ

ビリテーション

有限会社しらさぎ ヘルパーステーションしらさぎ宇和島
事業所 愛媛県宇和島市川内甲２０９６番地４ 平成２５年４月３０日 介護予防訪問介護

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の
開 設 者 の 名 称

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人御荘福祉施設協会 ユニット型特別養護老人ホーム自在園 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 平成２５年４月１日 介護老人福祉施設

��������������
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１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年５月１５日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字法光防５０番１の一部、５８番１６の一部、５０番

１地先農道及び５０番１地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３３．４０メートル

� 幅員 ４．７０～５．２３メートル

�������
�愛媛県告示第６３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市保和土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

平成２５年５月２８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 伯 辰 美 東温市則之内乙２０４２番地１

�������
�愛媛県告示第６３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市畑寺土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 江 戸 貴 幸 松山市畑寺三丁目１５番３２号

〃 山 本 章 二 松山市畑寺二丁目１０番３号

〃 山 本 武 松山市畑寺二丁目１８番１７号

〃 高 田 敏 充 松山市畑寺一丁目５番１号

〃 林 賢 二 松山市畑寺二丁目１６番３号

〃 江 戸 正 一 松山市畑寺三丁目１５番１３号

〃 江 戸 通 敏 松山市畑寺二丁目８番２２号

〃 江 戸 幸 男 松山市畑寺三丁目１７番２５号

監 事 朝 山 和 孝 松山市畑寺四丁目３番２４号

〃 森 川 恵 克 松山市畑寺一丁目１番６号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 江 戸 貴 幸 松山市畑寺三丁目１５番３２号

〃 山 本 章 二 松山市畑寺二丁目１０番３号

〃 山 本 武 松山市畑寺二丁目１８番１７号

〃 高 田 敏 充 松山市畑寺一丁目５番１号

〃 林 賢 二 松山市畑寺二丁目１６番３号

〃 江 戸 正 一 松山市畑寺三丁目１５番１３号

〃 江 戸 通 敏 松山市畑寺二丁目８番２２号

〃 江 戸 幸 男 松山市畑寺三丁目１７番２５号

監 事 朝 山 和 孝 松山市畑寺四丁目３番２４号

〃 森 川 恵 克 松山市畑寺一丁目１番６号

�������
�愛媛県告示第６３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市西岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 賀 正 東温市西岡１６１番地

〃 大 西 博 美 東温市西岡４５４番地２

〃 掛 水 一 男 東温市西岡１５３番地

〃 野 村 研 二 東温市西岡１２１１番地１

〃 和 田 一 馬 東温市西岡１２４番地

〃 山 内 正 行 東温市西岡４２７番地

〃 岡 本 光 東温市西岡７３７番地４

〃 山 本 隆 夫 東温市西岡８００番地

監 事 和 田 隆 茂 東温市西岡４３３番地１

〃 和 田 睦 夫 東温市西岡１０５２番地１

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 幸 夫 東温市西岡１４８９番地１

〃 岡 本 学 東温市西岡７５１番地

〃 和 田 義 正 東温市西岡１３６番地

〃 渡 部 信 一 東温市西岡１０１４番地

〃 篠 原 正 東温市西岡１４００番地

〃 岡 本 泰 典 東温市西岡７５８番地

〃 丹生谷 博 東温市西岡８７１番地

監 事 花 山 良 博 東温市西岡１２６番地

〃 松 本 弘 之 東温市西岡７６９番地

�������
�愛媛県告示第６３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市志津川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 史 雄 東温市志津川１５１０番地

〃 宮 内 和 夫 東温市志津川６４８番地

〃 末 光 義 知 東温市志津川１０１９番地１

愛 媛 県 報平成２５年５月２８日 第２４７３号

４２９



〃 恒 岡 恒 重 東温市横河原１３４３番地

〃 渡 部 正 典 東温市志津川１３６番地１

〃 森 省 三 東温市志津川５１４番地

〃 高 塚 三 朗 東温市志津川５８３番地１

〃 清 水 昭 弘 東温市志津川６８０番地４

〃 渡 部 賢 二 東温市志津川６１４番地

〃 橘 恭 三 東温市志津川１４１９番地

〃 増 田 伸 一 東温市志津川１８３５番地

〃 大 西 康 東温市志津川１８０４番地

〃 吉 岡 茂 夫 東温市志津川１７９９番地３

監 事 友 近 泰 教 東温市志津川５７番地１

〃 越 智 賢 治 東温市志津川１７９０番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 田 豊 和 東温市志津川１４２１番地１

〃 宮 内 和 夫 東温市志津川６４８番地

〃 高 塚 三 朗 東温市志津川５８３番地１

〃 清 水 昭 弘 東温市志津川６８０番地４

〃 大 西 正 康 東温市志津川１７１８番地４

〃 越 智 慎 資 東温市志津川１７７９番地

〃 伊 藤 孝 一 東温市志津川１７５８番地１

〃 水 田 康 雄 東温市志津川１３９４番地３

〃 和 田 文 夫 東温市志津川８１２番地１

〃 白 戸 栄 夫 東温市志津川６７番地２

〃 恒 岡 恒 重 東温市横河原１３４３番地

〃 豊 田 守 重 東温市志津川５２７番地１

〃 渡 部 賢 二 東温市志津川６１４番地

監 事 清 水 治 久 東温市志津川１４３２番地

〃 水 田 治 徳 東温市志津川１４５６番地

�������
�愛媛県告示第６３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、重信川菖蒲堰土地改良区連合から次

のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 賀 正 東温市西岡１６１番地

〃 大 西 博 美 東温市西岡４５４番地２

〃 宮 内 和 夫 東温市志津川６４８番地

〃 田 中 康 雄 東温市樋口１１９６番地３

監 事 大 野 史 雄 東温市志津川１５１０番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 幸 夫 東温市西岡１４８９番地１

〃 松 田 豊 和 東温市志津川１４２１番地１

〃 宮 内 和 夫 東温市志津川６４８番地

〃 岡 本 学 東温市西岡７５１番地

監 事 田 中 康 雄 東温市樋口１１９６番地３

�������
�愛媛県告示第６３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市畑寺土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届

出があった。

平成２５年５月２８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 江 戸 通 敏 松山市畑寺二丁目８番
２７号

松山市畑寺二丁目８番
２２号

�愛媛県告示第６４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県中予地方局長 松森 陽太郎

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年５月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市北井門四丁目３４６番２から

同市北井門四丁目３５３番４まで
平成２５年５月２８日
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３ 指定道路の位置

伊予郡松前町大字南黒田字地敷４４８番１

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ５０．９９メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第６４２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年５月２０日

３ 指定道路の位置

八幡浜市保内町宮内１番耕地４６２番１、４６３番１及び４６４番１

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４０．４９メートル ２０．００メートル

� 幅員 ６．００メートル ４．００メートル

�愛媛県告示第６４３号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

狩猟免許試験の施行について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第４１条の規定により、狩猟免許試験を次のとお

り施行する。

平成２５年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を担
当する機関の名称及び
所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額

契約の相手方を
決定した手続き 随意契約にした理由

東芝製ＩＣ運転免許証
作成用消耗品
カード（新規、一般、優
良）

愛媛県警察本部
警務部会計課

愛媛県松山市
南堀端町２番地２

株式会社東芝
四国支社

支社長 十川 誠

高松市寿町二丁目
２番７号

単価
１３９，８６０円

契約の相手方のみ調達でき
る物品であるため、地方自
治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定を適用し
随意契約とした。東芝製ＩＣ運転免許証

作成用消耗品
インクリボンカートリッ
ジ（イエロー、マゼンダ、
シアン）

単価
２６，５８６円

東芝製ＩＣ運転免許証作
成用消耗品
インクリボンカートリッ
ジ（クロ）

平成２５年４月１日 単価
１３，９６５円 随意契約

東芝製ＩＣ運転免許証
作成用消耗品
免許証保護膜カートリッ
ジ

単価
３１，８１５円

東芝製ＩＣ運転免許証
作成用消耗品
免許証ラミネートカート
リッジ

単価
１３，５８７円

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年４月３０日 特定非営利活動法人えひめリソ
ースセンター 泉 谷 昇 松山市緑町一丁目２番地１ 本法人は、非営利活動をはじめとする公益活動

を行う団体に対し、その運営や活動に関する助
言等の支援を行い、また非営利団体、行政、企
業等、多様な立場との協働を通し、市民社会の
発展に寄与する。
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１ 試験の種類

� 網猟免許試験

� わな猟免許試験

� 第一種銃猟免許試験

� 第二種銃猟免許試験

２ 試験の日時、場所及び実施する試験の種類

� 平成２５年８月６日（火）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 １ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ２ 会 場 今 治 市 民 会 館 ２ 階 大 会 議 室 今治市別宮町一丁目４－１ 同 上

中 予 第 １ 会 場 砥 部 町 文 化 会 館 ３ 階 会 議 室 ３ 伊予郡砥部町宮内１４１０ 同 上

南 予 第 １ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ２ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

� 平成２５年９月１日（日）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 ３ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ４ 会 場 東 予 地 方 局 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４－９ 同 上

中 予 第 ２ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

南 予 第 ３ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ４ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

３ 免許申請書の提出期間

� 平成２５年８月６日の試験に係るものについては、７月９日（火）から２３日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印

のあるものは、受け付ける。

� 平成２５年９月１日の試験に係るものについては、７月９日（火）から８月１９日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

４ 免許申請書の請求先及び提出先

受験申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課若しくは東予地方局産

業経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班とする。

５ その他

� 提出書類等

ア 狩猟免許申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 受けようとする免許の種類ごとに法第４９条各号に掲げる者にあっては各３，９００
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円、その他の者にあっては各５，２００円

カ 受験票の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 試験場についての注意事項

受験申請者の試験場は、所管地方局長が指定し、通知する。

なお、試験場は、原則として、受験申込者の希望する試験場を指定するが、会場の都合により希望する試験場を指定できない場合が

ある。

� 書類の提出は、持参又は郵送によること。

�公 告

環境影響評価方法書の縦覧及び説明会の開催について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第４１条第

２項及び愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第

２７条）第５２条の規定により読み替えて適用される同条例第５条第１

項の規定により、次の都市計画対象事業に係る環境影響評価方法書

（以下「方法書」という。）を作成したので、同条例第４１条第２項

及び同規則第５２条の規定により読み替えて適用される同条例第７条

の規定により、次のとおり公告し、方法書を縦覧に供する。

また、同条例第４１条第２項及び同規則第５２条の規定により読み替

えて適用される同条例第７条の２第２項の規定により、方法書の説

明会を開催することとしたので、併せて公告する。

なお、この方法書について、環境保全の見地からの意見を書面に

より提出することができる。

平成２５年５月２８日

松山市長 野 志 克 仁

１．都市計画決定権者の名称

松山市

２．都市計画対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 松山衛生事務組合立汚泥再生処理センター建設事業

（仮称）

� 種類 し尿処理施設（汚泥再生処理センター）の設置

� 規模 １日当たりの処理能力 ３７３ｋｌ

３．都市計画対象事業が実施されるべき区域

松山市北吉田町７７番地３１ 外

４．都市計画対象事業に係る直接影響を受ける範囲であると認めら

れる地域の範囲

松山市

５．方法書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 松山衛生事務組合、愛媛県庁

� 縦覧期間 平成２５年５月２８日から平成２５年６月２７日まで

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

６．方法書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限 平成２５年７月１１日まで

� 提出先 〒７９０－０００３ 松山市三番町六丁目６番地１

松山衛生事務組合事務局

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である方法書に記載された都市計画対

象事業の名称

ウ 方法書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７．説明会の開催を予定する日時及び場所

� 開催日時 平成２５年６月１４日

� 開催場所 松山衛生事務組合浄化センター２階会議室

（松山市北吉田町７７番地３１）

雑 報

平成２５年５月２８日 発行
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